
個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 公営住宅管理システム 

行政機関等の名称 東御市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

都市整備部建設課 

個人情報ファイルの利用目的  市営住宅入居者及び同居者の入居状況などを管理する

ために利用します。 

記録項目 １氏名、２住所、３生年月日、４同居者、５入居団地

名、６入居日、７退居日、８入居状況、９所得、10 控除

区分、11家賃、12敷金、13連帯保証人情報、14緊急連絡

先情報 

記録範囲 市営住宅に入居した者（昭和 43 年度以降） 

記録情報の収集方法 入居者から収集 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名称）東御市都市整備部建設課 

（所在地）〒389-0592 長野県東御市県 281 番地２ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 
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行政機関等匿名加工情報の概

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

－ 

備 考 － 
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個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 上下水道料金管理システム及び使用者情報管理ファイル 

行政機関等の名称 東御市長（水道事業の管理者の権限を行う市長） 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

都市整備部上下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 上下水道サービスの提供に伴う料金徴収や契約管理のた

めに利用します。 

記録項目 １氏名、２住所及び使用場所、３電話番号、４使用量及

び料金、５口座情報、６開閉栓及びメーター情報、７対

応履歴 

記録範囲 給水申請又は下水道の開始届を提出した者（平成 14 年度

以降） 

記録情報の収集方法 上下水道使用者本人の申込による 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名称）東御市都市整備部上下水道課 

（所在地）〒389-0592 長野県東御市県 281 番地２ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 
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行政機関等匿名加工情報の概

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 ReamsJava 下水道受益者負担金システム 

行政機関等の名称 東御市長（下水道事業の管理者の権限を行う市長） 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

都市整備部上下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 下水道受益者負担金の賦課徴収や支払管理のため利用し

ます。 

記録項目 １氏名、２住所、３所有土地情報（大字、字、地積） 

４賦課年度、５負担金額、６収納情報 

記録範囲 公共下水道区域内の土地所有者 

公共下水道区域外から公共下水道へ接続する土地所有者 

記録情報の収集方法 受益者申告書による申告 

法務局発行不動産登記簿謄本情報 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名称）東御市都市整備部上下水道課 

（所在地）〒389-0592 長野県東御市県 281 番地２ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 
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行政機関等匿名加工情報の概

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 下水道水洗化システム 

行政機関等の名称 東御市長（下水道事業の管理者の権限を行う市長） 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

都市整備部上下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 各家庭の水洗化情報管理のため利用します。 

記録項目 １氏名、２住所、３下水道区域、４水洗化状況 

記録範囲 水洗化された世帯の者 

未水洗化世帯の者 

浄化槽世帯の者 

記録情報の収集方法 排水設備申請 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名称）東御市都市整備部上下水道課 

（所在地）〒389-0592 長野県東御市県 281 番地２ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概

要 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

－ 

備 考  
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